
 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に関する事後開示書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年10月１日 

 

サンケン電気株式会社 

  



2025年 10月 1日 

 

吸収合併に関する事後開示書面 
 

埼玉県新座市北野三丁目６番３号 

サンケン電気株式会社 

代表取締役社長 CEO 髙橋 広 

 

 当社は、株式会社パウデック（以下「パウデック」といいます。）との間で締結した 2025

年 8月 13日付吸収合併契約に基づき、当社を吸収合併存続会社、パウデックを吸収合併消

滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行いました。本合併に関する事後

開示事項（会社法第 801条第１項及び会社法施行規則第 200条に定める事項）は、以下のと

おりです。 

 

１ 吸収合併が効力を生じた日 

  2025年 10月 1日 

２ 吸収合併消滅会社における手続の経過 

(１) 会社法第 784条の２（吸収合併等をやめることの請求）の規定による請求に係る手

続の経過 

   パウデックの株主から、会社法第 784 条の２に定める吸収合併をやめることの請

求はありませんでした。 

(２) 会社法第 785条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過 

   当社はパウデックの発行済株式の 100％を保有する完全親会社であったため、会社

法第 785条の規定に基づく手続を実施しておりません。 

(３) 会社法第 787条（新株予約権買取請求）の規定による手続の経過 

   パウデックは、新株予約権を発行していなかったことから、会社法第 787条の規定

に基づく手続を実施しておりません。 

(４) 会社法第 789条（債権者の異議）の規定による手続の経過 

   パウデックは、会社法第 789条第２項の規定に基づき、2025年 8月 22日、官報に

債権者に対する公告を行い、かつ知れている債権者に対し催告をいたしましたが、同

条第１項に定める異議を述べた債権者はありませんでした。 

３ 吸収合併存続会社における手続の経過 

(１) 会社法第 796条の２（吸収合併等をやめることの請求）の規定による請求に係る手

続の経過 

   当社の株主から、会社法第 796 条の２に定める吸収合併をやめることの請求はあ

りませんでした。 

(２) 会社法第 797条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過 

   当社は、会社法第 797条第４項の規定に基づき、2025年 8月 22日、株主に対して

公告を行いました。なお吸収合併存続会社である当社において本合併は会社法第 796条

第２項に規定する簡易合併であるため、当社の株主からの株式買取請求はありません。 

(３) 会社法第 799条（債権者の異議）の規定による手続の経過 



   当社は、会社法第 799条第２項及び第３項の規定に基づき、2025年 8月 22日、官

報及び電子公告により債権者に対する公告を行いましたが、同条第１項に定める異

議を述べた債権者はありませんでした。 

４ 吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に

関する事項 

  当社は、本合併の効力発生日である 2025 年 10 月 1 日をもって、パウデックが保有す

る資産、負債及びパウデックの権利義務の一切を承継しました。 

５ 吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された事項 

  パウデックが会社法第 782 条第１項の規定によりその本店に備え置いた書面に記載さ

れた事項（吸収合併契約の内容を除きます。）は、別添のとおりです。 

６ 吸収合併に係る会社法第 921条の変更の登記をした日 

  2025年 10月 3日(予定日) 

７ その他吸収合併に関する重要な事項 

  該当事項はありません。 

  



【別添】 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年８月22日 

 

株式会社パウデック 

 

  



2025年 8月 22日 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

 

栃木県小山市若木町一丁目２３番１５号 

株式会社パウデック 

代表取締役社長 成井 啓修 

 

 当社は、2025年 8月 13日、サンケン電気株式会社（以下「サンケン電気」といいます。）

との間で、吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結し、当社を吸収合併消

滅会社、サンケン電気を吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）

を行うことといたしました。本合併に関する事前開示事項（会社法第 782条第１項及び会社

法施行規則第 182条に定める事項）は、以下のとおりです。 

 

１ 吸収合併契約の内容 

  本合併契約の内容は、別紙１ 吸収合併契約書のとおりです。 

２ 合併対価の相当性に関する事項 

 本合併に際しては、当社の株主に対しては存続会社であるサンケン電気の株式その他

の資産の割当を行わず、また、本合併によりサンケン電気の資本金及び準備金は増加し

ませんが、いずれについても、サンケン電気は当社の発行済株式全部を所有しているこ

とから相当であると判断しております。 

３ 合併対価について参考となるべき事項 

  該当事項はありません。 

４ 新株予約権の定めの相当性に関する事項 

  該当事項はありません。 

５ 計算書類等に関する事項 

(１) 吸収合併存続会社についての事項 

ア 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

  別紙２ のとおりです。 

イ 吸収合併存続会社において、最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重

要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

(２) 吸収合併消滅会社において、最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重

要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

６ 債務の履行の見込みに関する事項 

  いずれの会社についても、本合併の効力発生日までに資産の部及び負債の部に重大な

変動が生じる事態は現在のところ予測されておらず、本合併後におけるサンケン電気の

資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。両社の財務状況からして、本合併の効

力発生日以降も債務の履行の見込みがあると判断しております。 

  以 上  



【別紙２】 

 

 

 

 

 

 

吸収合併存続会社についての直近事業年度に係る計算書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業報告

事 業 報 告

　

２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで

圏 当社グループの現況に関する事項
１．財産及び損益の状況の推移

　　

区分

　　

酬篇

　

駕踊

　

躍

　

鷲袴編 塵 嵐
－
１

売上高（百万円） 「５６，７９５

　　

「７５，６６０

　　　

２２５，３８７

　　　

２３５，２２１

　　　

１２１，６１９

営業利益 （△損失）（百万円）

　　　　　　　

△１，「９８

　　　

１３，７２０

　　　

２６，１５６

　　　

「９，５３９

　　　

△３，７８８

経常利益 （△損失）（百万円）

　　　　　　　

△３，４０６

　　　

１３，７００

　　　

２７，２２９

　　　

１８，２４６

　　

△１４，２７６

親会社株主に帰属する

　　　　　　　　　　

△６，９５２

　　　　

３，２０４

　　　　

９，５３３

　　　

△８，１１２

　　　

５０，９３４当期純利益 （△純損失）（百万円）

１株当たり当期純利益 （△純損失）（円）

　

△２８７．９６

　　　

１３２．７９

　　　

３９４．８７

　　

△３３５．９９

　　

２，１１９．５３

総資産（百万円） ２３３，６７３

　　　

２４４，７３２

　　　

３０「，９５１

　　　

３８３，５９１

　　　

２５９，０６７

純資産（百万円） １１３，２５０

　　　

１３７，４０４

　　　

１７３，１９５

　　　

１９８，６「９

　　　

１４７，９２８

（注）１株当たり当期純利益（△純損失）は、自己株式を控除した期中の平均発行済株式総数により算出しております。

１，２１６億円

　

％

国
前期

　　　　　　　

当期

営業利益

△３７億円

国

前期

　　　　　　　

当期

　

経常利益

△１４２億円

前期

　　　　　　　

当期
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２．事業の経過及びその成果

当連結会計年度は、 新たにスタートした２０２４年中期経営計画 （以下、「２４中計」） の初年度に当たります

が、２０２４年１月に発生した能登半島地震によって被った大きな損失からの立て直し期間と定めました。その

ため、 震災に起因する分配可能額欠損の早期解消を図るためのコーポレートアクションを実行しました。
２０２４年８月には連結子会社であったＡＬーｅｇｒｏ ＭｉｃｒｏＳｙｓｔｅｍｓ，ｌｎｃ．（以下、「アレグロ」） 株式の一部を売却

し、得られた資金については、２４中計期間での資金需要、財務体質の抜本的な改善等の計画を立案しました。
また、 連結子会社であったＰＯＬａｒｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ，ＬＬ（ （以下、「ＰＳＬ」） を米国籍のファンダリ企業とする

ことを目的とした第三者割当増資を２０２４年９月に完了いたしました。この第三者割当増資において、 アレグ

ロ株式の一部売却によって得られた資金の一部について、 ＰＳＬへの支援金として拠出しました。一連のコー

ポレートアクションにより、アレグロは持分法適用関連会社となり、 ＰＳＬは直接出資から投資会社組成によ

るリミテッド．パートナーシップ（以下、「ＬＰＳ」） を通じた間接出資に切り替わり、それぞれ連結対象から

除外されました。この様に、２０２５年３月期は、当社が大きく姿を変える年度となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益

５０９億円

１株当たり当期純利益

２，「「９．５３円

図

総資産

　　　　　

純資産

２，５９０億円

　

１，４７９億円

図

△３３５．９９

　

前期

　　　　　　　

当期
△８「

前期

　　　　　　　

当期 前期

　　　　　　　

当期
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この様な変化があった当連結会計年度の経営環境は、高インフレ状態が継続する中で米国政策動向等の影響も

あり、景気の先行きは不透明感を増しながら推移しました。当連結会計年度の業績につきましては、 アレグロが

連結対象から除外されたことから、 連結売上高は「，２１６億１９百万円と、 前連結会計年度比「，１３６億１百万円

（４８．３％） 減少いたしました。損益面につきましては、サンケンコアでの改善があったものの、 アレグロでの収

益環境の影響を受け、 連結営業損失３７億８８百万円 （前連結会計年度

　

連結営業利益１９５億３９百万円）、 連結経

常損失１４２億７６百万円 （前連結会計年度

　

連結経常利益１８２億４６百万円） を計上する結果となりました。親会

社株主に帰属する当期純利益につきましては、 アレグロ株式の一部を売却したことにより、５０９億３４百万円 （前

連結会計年度

　

親会社株主に帰属する当期純損失８１億１２百万円） となりました。

　

なお、当社はアレグロ株式の一部売却で得られた資金より、株主還元策として、２０２４年「２月より自己株式の

取得 （上限株数６００万株、上限金額３００億円） を実施しております。

パワーモジュール（Ｉ

　

ＰＭ、 モータドライバＩＣ 等）

パワーデバイス （車載ＩＣ、 電源ＩＣ、 デジタルＩＣ、 ディスクリート、 ＬＥＤ 等）他

当連結会計年度における市場別、地域別、製品別売上高

園市場別売上高（百万円）

　　　　　　　

園地域別売上高（百万円）

　　　　　　　

圏製品別売上高（百万円）

産機、民生他÷÷「

　　　　

「÷ 自動車

　　　　　

欧州 ÷÷÷÷÷「、

　　　

「÷日本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「÷ パワー

　　　　　　

１÷ ５５，５６２

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１十 ３２，５０４

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１二 モジュール

　　

１８，１０３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，６７６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

センサー他－－

北米．中南米

　　

髭穿き

　　　　　　　　　　　　　

１８，３１５

　

燕

　　　　　　　　

５４，９２５

雷電塾

　　

６，４７４講雇蓄電塾．

　　

鞘春闘暫も

白物家電

　　　　　

｛轍競騨

　　　　　　　　　　　

アジア

　　　　　

１轄鞠総駆濯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

暢鞭達三÷÷÷ パワー
４７，９５３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７６，９６４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デバイス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４８，３７７
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３．対処すべき課題

　

２４中計においては、 震災からの立て直し期間と定めた２０２５年３月期を経て、 今後の３ヶ年を本格的な成長実

現フェーズと位置付けています。２４中計期間中にサンケンコアとして最優先に取り組むべき課題を収益性改善と

定め、 そのために、新製品売上高比率向上の継続や既存製品の適正売価条件の獲得に加え、 徹底した原価改善に

取り組むことで実現してまいる所存です。こうした中、 世界経済は、地政学リスクの高まりや米政権による相互

関税等の動向により、不透明な状況が継続することが見込まれます。また、 中国の景気停滞が白物市場に及ぼす

影響も懸念され、産機市場では投資抑制による調整の継続が見込まれます。これら予測が非常に難しい環境に対

して、上記に加えたさらなる利益改善施策を追加してまいります。

　

こうした目標実現に向け、 業務執行における責任区分と役割の明確化のため、 当社では今年度よりＣｘｏ体制

（チーフオフィサー制） を導入いたしました。ＣＥＯは最高経営責任者として、 経営に関する全責任を負い最終

経営判断を下す役割を担い、（ＥＯが策定した経営戦略の実行についてはＣＯ０ （最高執行責任者） が責任を負

い、財務戦略の立案と実行についてはＣＦ０ （最高財務責任者） が責任を負うこととし、多様な経営課題への対

応や戦略の実現を、迅速かつ的確に進めてまいる所存です。また、 ＤＸ戦略とＥＳＧ経営の推進による企業価値

向上にも努めてまいります。

　

なお、当社は独自の窒化ガリウム （以下、「ＧａＮ」） エビタキシャル技術を保有する株式会社パウデックの全株

式取得を決定し、２０２５年４月１日付で同社を子会社としました。同社とのシナジー効果により技術力を向上さ

せ、当社が今後拡大を狙うＧａＮパワーデバイス市場における競争優位性を高めてまいります。この着実な実現を

目指し、本年「０月１日付でのパウデック社吸収合併を予定しております。

株主の皆様におかれましては、今後もご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
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４．重要な子会社及び関連会社の状況

会

　

社

　

名

　　

襲憲

　

出譜表律

　

主要な事業内容

　

事
名繋
汗

　

所 在 地

　　　　　　　　　　　　

出資金

　　　

（％）

（子会社）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本社・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堀松工場
石川県羽咋郡志賀町

石 川 サ ン ケ ン 株 式 会 社

　　　

９５百万円

　

１００．０

　

半

　

導

　

体

　

の

　

製

　

造 志賀工場 石川県羽咋郡志賀町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

能登工場

　

石川県鳳珠郡能登町

山 形 サ ン ケ ン 株 式 会 社

　　

１００百万円

　

「００．０

　

半

　

導

　

体

　

の

　

製

　

造 本社

　　　

山形県東根市

福 島 サ ン ケ ン 株 式 会 社

　　

５０百万円

　

１００．０

　

半導体の製造・販売 本社

　　　

福島県二本松市

新 潟 サ ン ケ ン 株 式 会 社

　　　

９５百万円

　

「００．０

　

半

　

導

　

体

　

の

　

製

　

造 本社

　　　

新潟県小千谷市

大 連 三 墾 電 気 有 限 公 司

　　

１３６百万元

　

「００．０

　

半

　

導

　

体

　

の 製

　

造 本社

　　　

中国遼寧省

（持分法適用関連会社）

アレグ□マイク□システムズインク

　

１，８４３千米ドル

　　

３２．４

　

半導体の開発・製造・販売 本社 米国ニューハンプシャー外１

　

（注）１．当連結会計年度において、連結子会社であったアレグ□

　

マイクロシステムズ インク（以下「アレグ□」） は公募増資を

　　　　　

行うとともに、当社は保有するアレグロ普通株式の一部を売却しました。これに伴い、アレグ□を当社の連結の範囲から

　　　　　

除外し、持分法適用の範囲に含めております。

　　　

２．当連結会計年度において、連結子会社であったポーラー セミコンダクター エルエルシー（以下「ＰＳＬ」） は第三者割当

　　　　　

増資を実施したことにより、当社からＰＳＬへの出資形態が直接出資からリミテッド・パートナーシップを通じた間接出資

　　　　　

に切り替わりました。この結果、ＰＳＬを当社の連結子会社から除外しました。

　　　

３．当事業年度末日において、特定完全子会社に該当する子会社はありません。

５． 主要な事業所
園当社

　

事業所名称 所

　

在

　

地

　　　　　　

事業所名称

　　　　　　

所

　

在

　

地

本

　　　　

社

　　　　

埼 玉 県 新 座 市

　　　　

東 京 事 務 所

　　　　

東 京 都 豊 島 区

　

大

　

阪

　

支

　

店

　　　　

大 阪 府 大 阪 市

　　　　

名古屋営業所

　　　　

愛知県名古屋市

圏 子会社

　

「４． 重要な子会社及び関連会社の状況」 をご参照下さい。
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（単位：億円）

６．設備投資等の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９２

当連結会計年度、連結子会社であったアレグ□ マイクロシステムズ インク及

　　　　　

ーゴ

　　　

ー７５
びポーラー セミコンダクター エルエルシーを連結の範囲から除外したことか

ら、設備投資額は１７５億８２百万円となり、前期比１１６億６９百万円の減少となり
ました。当連結会計年度における設備投資の主な内容は、半導体デバイス製品の
開発及び生産増強等を目的とした投資であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前期

　　　

当期

７．資金調達の状況

　

当連結会計年度における所要資金につきましては、自己資金及び借入金等により充当し、増資または社債発行

等による特段の資金調達は行っておりません。

８． 従業員の状況

連結従業員数

　　　　　　　　　

前連結会計年度末比増減

　

３，３１２名

　　　　　　　　　　　　

△ ５，２２２名

　

（注）１．当連結会計年度、アレグ□ マイク□システムズ インク及びポーラー セミコン

　　　　　

ダクター エルエルシーが連結の範囲から除外された結果、連結従業員数は前連

　　　　　

結会計年度末と比べ大幅に減少しております。

　　　

２．個別従業員数は８８１名であり、主に連結子会社からの出向受入により前期比７１名

　　　　　

増加しております。

９． 主要な借入先

借

　　

入

　　

先

　　　　　　　　　　　　

借

　

入

　

額

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行

　　　　　　　

１５，０００百万円

　

株

　

式

　

会

　

社 り

　

そ

　

な

　

銀

　

行

　　　　　　　　

１４，０００百万円

株

　

式

　

会

　

社

　

み

　

ず

　

ほ 銀

　

行

　　　　　　　　

３，４８０百万円

　

株

　

式

　

会

　

社

　

三

　

菱

　

ＵＦＪ 銀

　

行

　　　　　　　　

３，１５２百万円

株

　

式

　

会

　

社 三

　

井

　

住

　

友

　

銀

　

行

　　　　　　　　

３，０００百万円
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圏 株式に関する事項

１．発行可能株式総数

２． 発行済株式の総数

３． 株主数

４． 大株主

５１，４００，０００株

２５，０９８，０６０株

（自己株式１，８８６，８９６株を含む）

７，３３４名

その他－－－－一
７－６％連審熱

　　　　　　　　　　　

愛すぼも三‐廷＊ぎ

　

当社への出資状況

持 株 数 持株比率

証券会社
１．９％

事業会社
３．１％

株

　　　　

主

　　　　

名

ゴールドマン サックス

　

インターナショナル

　

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託□）

ＣＧＭＬ

　

ＰＢ

　

ＣＬ

　

Ｉ

　

ＥＮＴ

　

ＡＣＣＯＵＮＴ／ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ

　

エムエルアイ

　

フオー

　

セグリゲーテイツド

　

ピーピー

　

クライアント

　

イーシーエム

　

エムエフ

　

株式会社埼玉りそな銀行

　

」，Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ

　

ＳＥ（ＵＲＩＴＩＥ５

　

ＰＬ（

　

ＦＯＲ

　

ＡＮＤＯＮＢＥＨＡＬＦ

　

ＯＦ

　

ＩＴＳ（ＬーＥＮＴＳ

　

ＪＰＭＳＰ

　

ＲＥ ＣＬＩＥＮＴ

　

ＡＳＳＥＴＳ－ＳＥＧＲ

　

ＡＣＣＴ

サンテラ （ケイマン） リミテッド

　

アズ

　

トラスティ

　

オブ

　

イーシーエム

マスター ファンド

１，０００千株

　　

４．３０％

９７２千株

　　

４．１８％

９３４千株

　　

４．０２％

９３０千株

　　

４．０「％

９０５千株

　　

３．９０％

エムエルアイ

　

フオークライアントジェネラル

　

オムニノンコラテラル
ノントリーティーピーピー

８９０干株

　　

３．８３％

　

ＢＮＰ

　

ＰＡＲ

　

Ｉ

　

ＢＡ５

　

ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２５／ＪＡＳＤＥＣ

　　　　

７７８干株

　　

３．３５％

　

ＳＥＣＵＲ

　

ＩＴＩ

　

ＥＳ／ＵＣＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ
（注）１．当社は自己株式を「，８８６，８９６株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。

　　

２． 自己株式には、株式会社日本カストディ銀行（信託□） が保有する当社株式の内、７２，５００株（役員向け及び従業員向

　　　　

け株式交付信託分） は含めておりません。

　　

３．持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

５．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

２，４０６干株

２，０２５千株

１，０００千株

「０．３６％

　

８．７２％

４．３０％

当事業年度における該当事項はありません。
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圏 会社役員に関する事項

１． 取締役の状況（２０２５年３月３１日時点）

地

　　　

位

　　　　　　

氏

　　　

名

　　　　　　　　　　

担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 高

　　

橋

　　　　　

広

　　　

▲

　　

－．－

　　

－－

　　

－－

　

－

　

－

　

－

　

－←「‐、－－－

　

－－

　

－ｒ

　　　　　　　　　　　　　

ｒ「

　　　　

－

　　　　　　　　　

－「ｒ

　

ｒ

　

ｒ

　

‐ｒ‐

　　　　　　　　

ｒ

　　

ｒ

　

「

　　　　　

ｒ

　

ｒ

　

ｒ

　

ｒ

　　　

‐ｒ【

　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”ｒ

　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　

ｒ

　　

ｒ

　　　　

‐

　　　　

”－－

　　　　　

－

　

」ｒ‐

　　　　

▲

　

」－－

　

－－

　

－－

　　

‐ｒ

　

ｒ

　　

ｒｆ‐ｒ‐ｒ

　　

ｒ【‐ｒ

　

ｒ

　　

ｒ

　　　　　　　　　

ｒｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”

　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　

【

　　　　　　

－

　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　

▼

　　

－

　　　　　　　　　　　　

－▼

　

‐

　　　　　　　　　　　　　　

ｒ‐

　　　　　　　

ｒｒｒ

　

ｒ

　　　　

【

　　　　　　　　　

“

　　　　

“

　　　　　　　　　

【

　　　　　　　　　

ｒ

　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　

ｙ

　　

Ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　

”

　　　　　　　　

▲

　　

】

　　　　　　　　

ｗ

　

”】

　　　　　　　　　　　　

▲

　

】

　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　

ー

　　　　

ｙ

　　

ｗ

　　　　　　　　　

】”

　　　　　　　　

“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　

”

　　

】

　

】

　

－

　　　　

▲

　　

▲

　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　

“

　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　

ｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｗ“

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｙ

　　　　　　　　　

“

　　　　

“▼

　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ「

　

ｒ

　

ｒ

　

ｒ

　

▼・▼

　

【

　

取

　

締

　

役

　

川

　

嶋 勝

　

巳

　

雪辱を翠デザリ本部長

取

　

締

　

役 宇津野

　

瑞

　

木

　

撰塾雛 ＆
－

　　　　

－

　

－

　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　

－

　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　

－

　　　　　　　　　

▼

　　　　　　

▼

　　

▼▼

　

．

　

▼．

　　　

‐

　　

▼

　　

▼．

　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　

‐

　

・

　　　　　　　　

Ｙ

　　

ｒ▲

　　　　　　

・

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　

．

　　　　　

・

　　　　

′

　

．

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

ｒ

　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

　　

－－▼

　　

－

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

、‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｙ

　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｝

　　　　

▼

　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　

・

　　　

▼

　　　　　　　　

Ｖ‐Ｙ・

　　

～

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　

、

　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　

▲

　　　　　　　　

、

　　　　　

▲

　　

ノ

　　　

Ｌ

　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　

｛

　　　　　

．

　　　　　　

▲

　　　　　　

・

　　　　　　

▲

　　　　　　

▲

　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　

Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　

－

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

‐

　　　　　　

▲

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　

▲

　　　

▲

　　　　　　

▲

　　　　　　

▲

　　　　　　

▲

取締役 璽圃瞳圏

　

藤

　

田

　

貝－」 春

　

鰯 鞭至言忍会計士事務所代表

　

取締役 圃 圃

　

山

　

田

　

隆

　

基

　

タイスペシャルガスカンパニーリミテツド副社長

取締役 墓墓園灘

　

平

　

野

　

秀

　

樹

取締役 璽瞳鵬

　

生

　

越

　

由

　

美 麗繋ぎ大朔鴎葛原墜辱鰻 聴
取締役
睦
曇鰹璽圃
璽
璽

　

菅

　

原

　

万里子

　

大原法律事務所 弁護士

取

　　　

締

　　　

役
加

　　

藤

　　

康

　　

久常勤監査等委員

取締役 璽翻 圃墜

　

南

　　　

敦

　

鱗 警 醒撃所パートナー監査等委員

　

灘圃園霧

取締役

　

瞳圏国圏

　　

森

　

谷 由 美 子
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（注）１．２０２４年６月２１日開催の第１０７回定時株主総会において、菅原万里子氏は監査等委員でない取締役に新たに選任され就

　　　

任いたしました。
２ 取締役 藤田則春、山田隆墓、平野秀樹、生越由美、菅原万里子、南

　

敦及び森谷由美子の各氏は社外取締役でありま
す。当社は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として社外取締役全員を指定し、株式会社東京証券取引
所に届け出ております。
３．監査等委員でない取締役からの情報収集、重要な社内会議への出席及び内部監査部門との十分な連携等を可能とするた

　

め、当社は、常勤の監査等委員を選定しております。
４．取締役

　

藤田則春氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、また、取締役

　

平野秀樹氏及び監査等委

　

員である取締役

　

森谷由美子氏は、長年の金融機関での勤務経験を有しております。これらのことから、各氏はそれぞ

　

れ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．吉田智、李明藩及び佐貫葉子の各氏は、２０２４年６月２１日開催の第「０７回定時株主総会終結の時をもって、任期満了に

　

より取締役を退任いたしました。
６．２０２５年３月３１日時点における執行役員（取締役兼任者を除く）の状況は次の通りであります。

　

地

　　

位

　　　　　　

氏

　　

名

　　　　　　　　　　　　　　

主な担当等

　

専務執行役員

　　　

吉

　

田

　　　

智 サプライチェーンマネジメント本部長
Ｌ

　

▲

　

▲

　　

▲・▲

　　

▲

　

．

　　

”－

　　

・

　　

一」▲

　　

▲

　

」“▲

　

◆・」←

　

」」．▲

　　

－

　

－

　

－」」－▲

　

▲

　　

－

　

・

　

▲

　

▲

　　

－

　　

－

　

▲

　　　　

▲

　

」－

　

－▲

　　

－

　　

」▲

　　

」」▲

　　

▲

　　

」－－▲

　　

－

　

－

　

－

　　　　

▲

　　　　　　

」▲

　

▲

　

」」▲

　

－

　

▲

　　

▲

　　

－－

　

」」」」▲

　

▲

　　

Ｌ“

　

Ｌ

　　

・

　

▲

　　

▲

　　

」－

　　

▲

　

」－

　

」」ム

　

ー

　

▲

　　　　

・▲・‐‐▲

　　

－

　

－

　

”－

　

」

　

”－・▲

　

」

　

Ｌ

　　

－

　

－▲▲

　

－

　

－

　

▲

　　

←

　

」」－

　

◆

　　

▲

　　

」

　　　　

－－

　　

－

　

－

　

－

　　

」」▲

　　

▲

　　

－－

　　

－

　　

」」－－

　

－－

　

－

　　

」－－▲

　

←－

　

－

　

－

　

－▲

　　

－

　

←

　

」－

　

←－

　

」」←

　

←

　

ｒ

　

▼・‐‐ｒｆ

　

－－－

　

－ｒ‐←－

　　

”「‐‐ｒ‐

　

常務執行役員

　　　

李

　　　

明

　

溶 戦略事業本部長

上級執行役員

　　　

福

　

田

　

光

　

伸 技術開発本部長

上級執行役員

　　　

赤

　

石

　

和

　

夫ノ・

　

石

上級執行役員

執

　

行

　

役

　

員

執

　

行

原

　

田

　

裕

　

介

　　　　　　

′

　

、

役

　

員

　　　

野

　

□

役 員

　　　

荘

敏

　

雄

裕

　

信

博

　

一

耕治郎

ものづくり本部長

ものづくり本部副本部長 兼 素子量産統括部長

ものづくり本部副本部長

技術開発本部副本部長 兼 パワーデバイス開発統括部長

コーポレートデザイン本部経営企画室長

コーポレートデザイン本部米国市場調査室長
兼 出向 サンケンエレクトリック

　

ユーエスエー

　

インク

コーポレートデザイン本部内部監査室長
兼 リスク管理部長

執

　

行

　

役

　

員

　　　

丸

　

尾

執

　

行

　

役

　

員

　　　

幡

　

野

　

執

　

行

　

役

　

員

　　　　　　　　　　　　　

コーポレートデザイン本部内部監査室長

　　　　　

鈴

　

木 充

　

博

　　　　　　　　

た

執

　

行

　

役

　

員

　　　

水

　

野

　

博

　

文

　　　

事業推進本部ＤＸ推進統括部長

２．責任限定契約の概要
当社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、 法令が規定する限度額としており
ます。

３．役員等賠償責任保険契約の概要

　

当社は、当社及び一部子会社における取締役及び執行役員等を被保険者とする会社法第４３０条の３に規定
する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなった争訟費用
及び損害賠償金等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
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４． 取締役の報酬等

園 役員報酬制度の基本的な考え方
当社は、役員報酬制度 （業務執行役員を対象とする報酬制度） をコーポレートガバナンスにおける重要
事項と認識し、以下を基本的な考え方としております。

‐優秀な人材の確保に資すること

－役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に相応しいものであること

‐当社の企業価値向上と持続的成長に向けた動機付けとなること

‐報酬決定の手続きに透明性と客観性が担保されていること

圏 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

　　　　　　

役員区分

　　　　　　　　

報酬等の総額

　　　　

報酬等の種類別の総額（百万円）

　　　　　　　　　　

（百万円）

　

基本報酬

　

イン
弾
期
テ ブ インセ

竪テ ブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（株式報酬）

取締役 （監査等委員を除〈）

　

１１名

　　　　　

２１０

　　　　　

１５０

　　　　　　

４１

　　　　　　

１７

　

うち社外取締役

　　　　　　　

６名

　　　　　　　

６０

　　　　　　

６０

　　　　　　

一

　　　　　　　

一

取締役 （監査等委員）

　　　　　

３名

　　　　　　

４８

　　　　　　

４

　　　　　

‐８

　　　　　　

一

　　　　　　

－

　

うち社外取締役

　　　　　　　

２名

　　　　　　　

２４

　　　　　　

２４

（注）１．取締役（監査等委員を除〈）の基本報酬と短期インセンティブの合計額は、第１０６回定時株主総会の決議による報

　　　

酬限度額である年額５億円以内（うち社外取締役は２億円以内） であり、また、監査等委員である取締役の報酬額

　　　　

は同総会決議による報酬限度額である年額８０百万円以内です。

　　

２． 短期インセンティブは、（注）”こ記載の株主総会決議に基づき、取締役会決議により支払う予定の当事業年度に係る

　　　

短期インセンティブの額を記載しております。

　　

３． 長期インセンティブ（株式報酬） は、当事業年度における費用計上額を記載しております。

　　

４． 取締役（監査等委員を除く）の支給人数及び報酬等の額には、第１０７回定時株主総会終結時に退任した取締役３名

　　　　

（うち社外取締役１名）分を含んでおります。

　　

５．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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圏 役員報酬制度の概要

　

当社は、上記の役員報酬制度の基本的な考え方に基づき、また、 社外取締役が委員の過半数を占める報

　

酬委員会での審議結果を踏まえ、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の個人別の報酬等の内容に

　

ついての決定方針 （以下 「報酬決定方針」 といいます。） を取締役会において決定しており、その概要は

　

以下の通りであります。

‐当社の取締役 （監査等委員及び社外取締役を除く。以下同じ。） 報酬は、 役位・役割に応じて決定され、

　

月毎に支給される基本報酬と、業績の達成度によって変動する業績連動報酬により構成されます。さら

　

に、業績連動報酬は、 短期業績に基づき変動し、 事業年度毎に支給される短期インセンティブ、及び中

　

長期の業績に基づき変動し、原則退任時に当社株式が交付される長期インセンティブとしての株式報酬

　

（株式交付信託型） に展開される仕組みとします。

‐取締役の報酬水準の設定については、 各役位に対して総報酬の基準額を定めており、市場競争力を担保

　

するため、 国内の大手企業が参加する報酬調査結果をベンチマークとし、 毎年、 基準額の水準の妥当性

　

を検証することとします。また、業績連動報酬における業績指標及び比率については、 上記の基本的な

　

考え方及び報酬委員会での審議結果に基づき設定することとし、当事業年度における業績連動報酬の比

　

率は、 業績目標達成時に概ね４０％となるよう設計しております。

‐社外取締役 （監査等委員を除く。） に対する報酬は、その職務の性格から業績との連動を排除し基本報酬

　

のみとし、また、監査等委員である取締役に対する報酬につきましても、 監査という職務の性格から業

　

績との連動を排除し、基本報酬のみを監査等委員会での協議により支給することとしております。

固定部分 変動部分

業績連動報酬

　

４０％
基本報酬
６０％ 短期インセンティブ

長期インセンティブ

　　

２７％

　　　　　　　

（株式報酬）

　　　　　　　　　　　　　

「３％

‐短期インセンティブについては、単年度の業績目標への達成意欲をさらに高めることを目的として、単
年度の業績指標に応じて、 原則として標準支給額に対し０～１５０％の範囲で変動します。業績連動指標
は、 報酬委員会における審議を通じ、 重要な業績目標である 「連結営業利益」 等を設定しているほか、
個人別に期待する役割に応じて個別の指標も設定しております。なお、当年度の短期インセンティブの
主要な指標となる連結営業利益につきましては、 アレグ□

　

マイクロシステムズ インク及びポーラー セ

ミコンダクター エルエルシー （以下、「米国事業」） を連結対象から除外すること等から、業績予想を未
定としておりましたが、２０２４年１「月に連結営業損失５６億円を業績予想として公表しました。その後、
サンケンコアにおいては、 為替レートが想定よりも円安方向で推移し、外貨建の売上高が増加したこと

による利益の押し上げ効果に加え、 石川サンケン株式会社志賀工場の閉鎖決定に伴う製品作り込みによ

る稼働率上昇により、 実績値は連結営業損失３７億円に改善しましたが、米国事業の連結期間中の損失を
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黒字化するまでには至りませんでした。本来は、 連結営業利益に準じた短期インセンティブの業績指標
とすべきところ、当年度の特殊事情を踏まえ、サンケンコア営業利益も主要な指標としております。

目標値

△ ５６億円

４億円

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　

Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　

Ｖ

　　

Ｙ

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

－

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

Ｙ

　　

、

　　

い

　　

Ｌ

　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

▼

　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

▼

　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　　　　　　　

Ｙ

　　

▼

　　　　　　

－

　　

－

　　

Ｙ

　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　

Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｙ

　　

ノ

　　

Ｌ

　　　　　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　　

‐

　　

連 結 営 業 利 益

　　　　　　　

△ ５６億円

　　　　　　　　

△ ３７億円

２０億円

‐長期インセンティブについては、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主の皆様と利害共有

　

を図るとともに、中期経営計画 （以下 「中計」 といいます。） における業績目標及び構造改革の達成等に
向けた意欲を高めることを目的として株式報酬制度を導入しております。役位及び中計期間での業績指
標に応じ、 原則として標準支給額に対し０～１５０％の範囲で変動します。業績連動指標は、 報酬委員会
での審議を通じ、 中長期的な事業の収益力向上を重視し、「連結営業利益」 及び 「連結ＲＯＥ」 を設定し
ております。また、適切な株主還元を含めた株主価値向上へのコミットメントを示すことを目的に 「相
対ＴＳＲ」（電気機器ＴＯＰ１Ｘとの相対評価） を業績連動指標に設定するとともに、ＥＳＧ経営強化を目的に

　

「Ｅ５Ｇ項目」 を設定しております。

圏 役員報酬の株主総会決議に関する事項

当社の取締役に対する報酬は、２０２３年６月２３日開催の第「０６回定時株主総会において、監査等委員会

設置会社に移行したことに伴い、現行の制度に改定しました。

金銭報酬については、取締役 （監査等委員を除〈。） の報酬総額として、「事業年度当たり年額５億円以
内 （うち社外取締役２億円以内） の報酬枠を設け、 また、 監査等委員である取締役の報酬総額として、
１事業年度当たり８０百万円以内の報酬枠を設けております。

上記の金銭報酬とは別枠で、 取締役 （監査等委員及び社外取締役を除く） を対象とする長期インセンテ

ィブとして、 同株主総会において業績連動型株式報酬制度を導入し、１事業年度当たり９０百万円以内の
株式報酬枠を設けております。当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、１事業年度当たり

９０，０００ポイントが上限となります （「ポイントは当社株式１株に相当）。なお、第１０６回定時株主総会

終結時点における取締役 （監査等委員を除く。） の人数は１０名 （うち社外取締役は５名）、監査等委員で
ある取締役は３名 （うち社外取締役は２名） でした。

実績値

△ ３７億円

サンケンコア営業利益
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園 １事業年度当た」の上限報酬枠

取締役（監査等委員を除く。） 監査等委員である

　　

取締役
うち社外取締役

８０百万円以内

株式報酬 ９０百万円以内
（信託に拠出する信託金の上限金額）

（対象外）
株式報酬 ９０，０００ポイント以内（取締役等に付与されるポイント数の上限）

圏 報酬委員会の活動内容

　

上記の基本的な考え方に基づき、 取締役会の意思決定に関わるプ□セスの透明性確保と、 コーポレート

　

ガバナンスの充実を目的に、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委

　

員会は、社外取締役が委員長を務め、 また、委員の過半数を社外取締役としており、．当事業年度は４回

　

開催いたしました。

　

報酬委員会では、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、

　

取締役及び執行役員の報酬制度の在り方、個人別の報酬等を審議の上、 その協議結果について取締役会

　

に答申することとしております。

　

当事業年度における主な審議内容は、 業績連動報酬に係るレビュー、 指標の見直しに関する審議、企業

　

価値向上に向けた役員報酬における課題や検討項目の意見交換を行い、 役員報酬額について取締役会へ

　

の答申内容を決定いたしました。

圏 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　

取締役の個人別の報酬額は、他社の状況等を参考に設定された役職ごとの基準額や実績・会社への貢献

　

度などを踏まえ、 社外取締役が委員長を務め、 かつ過半数を構成する任意の報酬委員会における審議を

　

経た後に、 同委員会からの答申内容を最大限尊重した上で、 取締役会決議を以て、取締役会から委任を

　

受けた取締役会長 （取締役会長不在の場合は取締役社長） が決定することとしております。

　

この方針に基づき、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定については、 取締役会での審議に

　

より、 報酬委員会からの答申結果の通りとし、 定時株主総会後の新経営体制における機動的な報酬額決

　

定を可能とするため、取締役会から代表取締役社長である高橋広に委任しております。

圏 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

　

当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、基本報酬については役位・役割に応じた支給基

　

準に従っており、業績連動報酬については設定された指標の達成度に基づき決定されております。これ

　

らにつきましては、社外取締役が委員長を務め、 かつ過半数を構成する任意の報酬委員会での審議を経

　

ていることから、上記の報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
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５． 社外役員に関する事項
園 重要な兼職先と当社との関係

社外役員の重要な兼職先は以下の通りでありますが、 各兼職先と当社との間には、 いずれも開示すべ
き関係はございません。

氏

　　

名 重 要 な 兼 職 先

社外取締役

　　　　　　

藤田則春公認会計士事務所 代表
‐藤 田 貝り春‐藤 田
社外取締役
山

　

田

　　

隆

　

基
タイ スペシャル ガス

　

カンパニー リミテッド 副社長

主

　

な 活

　

動

　

状

　

況

社外取締役
生

　

越

　　

由

　

美
社外取締役
菅 原

　

万 里 子
社外取締受（監査等委員）
南

　　　　　　

敦

東京理科大学専門職大学院（ＭＯＤ 教授
株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ社外取締役

大原法律事務所 弁護士

南法律特許事務所 パートナー

園 主な活動状況

　

氏

　　

名

社外取締役
藤

　

田

　　

則

　

春

藤田則春氏は、当事業年度に開催された取締役会１「回のすべてに出席し、公認会計士と
しての財務及び会計に関する高度な知見と、豊富な国際経験に基づ〈発言を行っており、
また、指名委員会の委員として委員会の運営に貢献しております。

社外取締役
山

　

田 隆

　

基

山田隆基氏は、当事業年度に開催された取締役会「１回のすべてに出席し、主に半導体メ
ーカーにおける企業経営の経験及び豊富な海外ビジネス経験に基づく発言を行っており、
また、指名委員会及び報酬委員会の委員として両委員会の運営に貢献しております。

社外取締役
平

　

野

　　

秀

　

樹

社外取締役
生

　

越

　　

由

　

美

社外取締役
菅

　

原

　

万

　

里

　

子

平野秀樹氏は、当事業年度に開催された取締役会１「国のすべてに出席し、過去の銀行勤
務経験に基づく財務及び会計に関する高度な知見と他社での経営者としての経験に基づく
発言を行っており、また、指名委員会及び報酬委員会の委員長として両委員会の運営に貢
献しております。
生越由美氏は、当事業年度に開催された取締役会１「回のうち「０回に出席し、知的財産分
野における長年の経験と東京理科大学専門職大学院の技術経営専攻の専任教授としての経
験に基づく発言を行っており、また、報酬委員会の委員として委員会の運営に貢献してお
ります。
菅原万里子氏は、２０２４年６月２１日開催の第「０７回定時株主総会において新たに取締役に
選任され、以降、当事業年度に開催された取締役会８回のすべてに出席し、主に法律専門
家としての専門的見地と豊富な知識・経験に基づく発言を行っており、また、報酬委員会
の委員として委員会の運営に貢献しております。
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氏

　　

名

社外取締役（監査等委員）
南

　　　　　　

敦

社外取締役（監査等委員）
森 谷

　

由 美 子

主

　

な

　

活

　

動

　

状

　

況

南敦氏は、当事業年度に開催された取締役会１１回のすべてに出席し、主に法律専門家と
しての専門的見地と豊富な知識・経験に基づく発言を行っております。また、当事業年
度に開催された監査等委員会「６回のすべてに出席し、上記の知識・経験に基づき、監査
結果につし、ての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

森谷由美子氏は、当事業年度に開催された取締役会「１回のすべてに出席し、過去の銀行
勤務経験による財務及び会計に関する高度な知見と管理領域及び営業現場に関する経験
に加え、他社での経営者経験に基づく発言を行っております。また、当事業年度に開催
された監査等委員会「６回のすべてに出席し、上記の知識・経験に基づき、監査結果につ
いての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

圏 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

藤田則春氏
・日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。

　

また、米国の監査法人においてパートナーを務めるなど、豊富な国際経験も有しており、グ□－バル経営推

　

進の観点で有益な助言・提言を行っております。なお、藤田氏は当社の会計監査人である監査法人に属して

　

おりましたが、当社の会計監査に直接的に関与することはな〈、海外進出企業向けのコンサル業務を主体と

　

するＪＢＳグローバル統括責任者に就いており、また、同監査法人を退職してから既に「０年以上が経過して

　

おりますので、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点で当社経営を監視しております。更には、取締役

　

会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論などを通

　

じて、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献しております。

山田隆基氏
・半導体メーカーにおいて長年の勤務経験・経営経験を有しており、半導体業界及び事業内容に通じておりま
す。これまでの海外ビジネス経験を活かして異業種メーカーにおいて大型プ□ジェクトを主導した経験を有

　

し、現在も海外企業において新規ビジネス開拓等に活躍するなど、多様な経験と豊富なネットワークを有し

　

ております。こうした経験．知見から、当社グループが半導体メーカーとして事業を推進して行く中で、有
益な助言・提言を行っております。また、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審
議を行う役員ディスカッションでの議論などを通じて、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確
保においても貢献しております。
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平野秀樹氏
・過去の銀行勤務経験による財務及び会計に関する高度な知見と他社での経営者経験を有しております。

　

２０「９年より当社の社外監査役に就任されており、当社ビジネスに関する理解を有しており、これらの経験

　

に基づき経営者目線での有益な助言・提言を行っております。また、平野氏は、「指名委員会」及び「報酬

　

委員会」の委員長に就任しており、当社のコーポレートガバナンスの透明性確保に貢献しております。更に

　

は、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議

　

論などを通じて、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献しております。

生越由美氏
・東京理科大学専門職大学院での技術経営専攻の専任教授としての経験に基づき、当社の技術経営の観点で、

　

有益な助言・提言を行っており、知的財産分野における学術的活動を通して得られた知見から、当社の知財

　

戦略の観点においても有益な助言・提言を行っております。また、女性活躍等のダイバーシティの観点にお

　

いても、有益な助言・提言を行っております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマ

　

についての審議を行う役員ディスカッションでの議論などを通じて、グループ成長戦略推進における妥当性

　

と適切性の確保においても貢献しております。

菅原万里子氏
・弁護士として、これまで企業法務や多種多様な業種でのＭ＆Ａに携わるなど、豊富な知識と経験を有してお

　

り、 法務リスクやコンプライアンスの領域において、 幅広〈有益な助言・提言を行っております。 また、 女

　

性活躍等のダイバーシティの観点においても、有益な助言・提言を行っております。更には、取締役会以外

　

の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論などを通じて、

　

グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献しております。

南敦氏
・弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、法律専門家として客観的な視点から、監査等

　

委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保、並びに監査の実効性確保に

　

おいて寄与しております。また、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う

　

役員ディスカッションでの議論などを通じて、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保におい

　

ても貢献しております。

森谷由美子氏
・長年にわたる銀行での勤務経験から、財務・会計に関する高い知見、管理領域及び営業現場に関する経験・

　

知見を有し、同行での常勤監査役としての経験も有しております。また、他の上場企業での社外取締役とし

　

ての経験もあり、経営に関する豊富な知見を有しております。こうした経験・知見から、監査等委員である

　

社外取締役として、客観的な視点で、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保、並びに監査の

　

実効性確保において寄与しております。また、女性活躍等のダイバーシティの観点においても、有益な助

　

言・提言を行っております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を

　

行う役員ディスカッションでの議論などを通じて、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保に

　

おいても貢献しております。
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圏 会計監査人の状況

１． 会計監査人の名称

　　

ＥＹ新日本有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区

　　　　

分 支払額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

　　　　　　　　　　　　　　　　　

「０８百万円

② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　　

ＩＨ 百万円

（注）「．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ〈監査の監査報酬の額を区

　　　

分しておりませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　

２．当社は、２０２４年９月３０日を基準日とする臨時決算を行いました。この臨時決算に係る会計監査人の監査報酬は３０百万

　　　

円であり、上記①の報酬等の額に含めて記載しております。

　　

３．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

　　　

当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人から説明を受けた会計監査計画の内容、会計監査の職

　　　　

務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬

　　　

等の額について、会社法第３９９条第１項に定める同意を行っております。

　　

４．一部子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資

　　　

格を有する者を含む）の監査を受けております。

　　

５．上記表に記載した金額のほか、前事業年度に係る追加監査報酬として、１百万円を当事業年度において会計監査人に支

　　　

払っております。

３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　　

会計監査人が、 会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は、

　

必要に応じて監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、 会計監

　

査人の適格性、専門性、 当社からの独立性、 その他の評価基準に従い総合的に評価し、 会計監査人の職務

　

の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、 株主総会に提出

　

する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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圏 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
１． 業務の適正を確保するための体制
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次の通りであります。
圏 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「） 取締役会は、「取締役会規程」に基づき、重要な業務執行について審議するとともに、取締役の職務の執行を

　

監督し、適法性の確認を行う。
２）ｒ経営理念」、「行動指針」、「サンケンコンダクトガイドライン」を制定し実施するとともに、代表取締役によ

　

るコンブライアンス精神及びその重要性の役職員への徹底並びに継続的な教育研修の実施等を通じ、法令及

　

び定款の遵守徹底を図る。
３） 内部監査部門は、当社及びグループ各社の業務執行を監査するとともに、内部通報制度の運用を通じてコン

　

プライアンス体制の実効１生を確保する。
４）金融商品取引法に基づ〈内部統制報告制度（以下「Ｊ－５０Ｘ」といいます。）に適切に対応するため、内部監査

　

部門に」－５０Ｘ担当を置き、全社的な見直しと改善を継続的に行うことで、財務情報の信頼性を確保する。
５） 反社会的勢力とは一切関係を持たず、平素から警察や弁護士などの外部機関との信頼関係・連携体制の構築

　

に努め、不当要求に対しては毅然とした態度で臨み、断固拒絶する。
圏 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　

取締役会議事録等の重要な会議記録並びに決裁結果等の業務執行に関する記録は、法令及び社内規程の定めに
基づき適切に保存及び管理する。
園 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１） 重要な投資あるいは新規事業等に伴うリスクについては、取締役会、経営会議その他の重要な会議において

　

多面的な検討を行い、慎重に決定する。
２）リスク管理部門は、経営全般に関わる各種リスクの収集・分析を行い、その内容を経営層に報告するととも

　

に、対応策を提案し改善を図る。内部監査部門は、内部監査を通じて当社及びグループ各社における業務リ

　

スクの把握・分析を行い、内部監査の結果について、取締役会及び監査等委員会に報告する。
圏 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「）取締役会において中期経営計画及び年次予算の策定を行い、業績の進捗に関する報告に基づき業務執行の状

　

況を確認するほか、経営会議において月次の業績管理を行う。
２） 経営会議は、取締役会に付議すべき議案及び代表取締役が執行にあたる会社業務のうち、基本的かつ重要な

　

事項について審議を行うとともに、執行役員制度の活用により迅速かつ機動的な業務執行を行う。
３）「組織・権限基本規程」、「業務分掌規程」等を整備し、各部門の責任と権限を明確化するとともに、組織間の

　

適切な役割分担と連携に努めることで、効率的な意思決定・業務執行を行う。
圏 当社及びグループ各社における業務の適正を確保するための体制

　

「）当社は必要に応じ、グループ各社に当社の役職員を取締役として派遣し、当社グループ経営方針の徹底、重

　　

要な業務執行の決定並びに効率的な経営の推進に当たる。

　

２）「関係会社管理規程」、「マネジメントガイドライン」により、当社及びグループ各社間における職務範囲、権

　　

限と責任、当社に報告すべき事項等を明確にする。
３） グループ各社ごとに当社の担当組織を定め、密接な情報交換のもと、各社の経営指導及び業績管理を行う。
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圏 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項

　

「）監査等委員会事務局等の事務については法務部門のスタッフがこれを補助する。

　

２）監査等委員会から求めがあった場合、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助する専任スタ

　　

ッフの設置並びにその人事を決定する。

　

３）当該専任スタッフは、監査等委員会の指示に従うこととし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から

　　

の独立性及び監査等委員会からの指示の実効性を確保する。
園 監査等委員会への報告に関する体制

　

１） 常勤監査等委員は、経営会議に出席するほか主要な文書を閲覧・受領することで、当社及びグループ各社の

　　

業務に関する情報を取得し、その内容を監査等委員会に報告する。

　

２） 代表取締役その他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれ

　　

監査等委員会と定期的に会合をもち、当社及びグループ各社の経営状況あるいは監査結果を報告する。

　

３） 役職員は、当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生した場合、もしくは業務執

　　

行に関する不正行為を発見した場合、監査等委員会にその内容を報告する。

　

４）内部監査部門は、内部監査の結果及び内部通報制度の運用状況と通報内容を監査等委員会に報告する。

　

５）内部通報制度に係る規程を整備し、通報者が通報したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
圏 監査等委員の職務の執行

　

処理に係る方針
（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用または債務の

　

監査等委員がその職務を執行する上で生じる費用または債務について、監査等委員から前払いまたは償還等の
請求があったときは、当該費用または債務が必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
圃 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　

“

　

監査等委員会は監査等の基準、計画及び方針を定め、各監査等委員は自己の専門性、経験を踏まえたうえで

　　

適切に監査を行い、効率的で実効性の高い監査体制を構築する。

　

２）内部監査部門は、監査計画について代表取締役及び監査等委員会の承認を得るとともに、監査結果を代表取

　　

締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、内部監査部門は、内部監査の状況を監査等委員会に報

　　

告する。
３）内部監査部門は、内部監査に関して監査等委員会から指示あるときはこれに従うこととし、監査等委員会と

　

代表取締役の指示に謹酷がある場合は、監査等委員会の指示を優先するものとする。

２． 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
圏 コンプライアンスに対する取組みの状況

　

内部監査部門がテーマを定め当社の内部監査を実施しており、グループ企業につきましても、定期的に管理体
制全般についての内部監査を実施しております。これら内部監査の計画・進捗・結果について、定期的に監査等
委員会に報告しております。金融商品取引法に基づく内部統制報告制度（以下「Ｊ‐５０Ｘ」といいます。）につきま
しては、内部監査部門内の」－５０Ｘ担当が、全社的な見直しと改善を継続的に行い、財務情報の信頼性確保に努め
ております。 また、 当社のコンプライアンスの基本マニュアルである

　

ｒサンケンコンダクトガイドライン」 の内

容について、定期的に教育研修を実施しコンプライアンス意識の浸透を図っております。また、内部通報制度を
整備・運用しており、その運用状況と通報内容について、社長及び監査等委員会に報告しております。
反社会的勢力への対応につきましては、役員及び従業員が常に注意を払うとともに、警察等の外部専門機関や
関連団体との情報交換を実施し、継続的に協力体制を整備しております。
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園 損失の危険の管理に対する取組みの状況

　

当事業年度、危機管理委員会を２回開催し、リスクの把握・分析・対応に努めてまいりました。具体的には、
災害を想定した訓練の実施、従業員の安否確認方法や備蓄品の見直し、災害対策マニュアルの改定、感染症予防
対応などを行ったほか、子会社所在地での豪雨災害による被災影響の分析及び対応を行ってまいりました。

　

内部監査及び内部通報制度につきましては、その運用を通じ、当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼす恐
れのある事実の発生を把握した場合、もし〈は業務執行に関する不正行為を発見した場合には、監査等委員会に
その内容を報告するほか、個別に勧告・是正を行うこととしております。また、全社的に想定されるリスクの抽
出・可視化を行ったほか、重大リスク事案を経営に速やかに報告する制度を構築いたしました。
圏 職務執行の適正性及び効率性の確保に対する取組みの状況

　

取締役会は、概ね年間９回開催しており、会社の重要な業務執行について審議を行うとともに、取締役の職務
の執行を監督する機能を有しております。その構成は、取締役１「名のうち７名が独立社外取締役であり、独立社
外取締役が過半数となるよう構成されております。取締役のうち監査等委員である取締役は３名 （うち２名が社
外取締役） であります。また、当社は執行役員制度を採用しており、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能
を分離し、経営環境の変化に迅速に対応しうる体制を敷いております。当事業年度末時点で、執行役員は１３名
（内２名は取締役が兼務） となっております。

　

当事業年度、取締役会は臨時開催を含め１１回開催され、重要な議題については必要に応じて提案の背景、目
的、その内容等につき社外取締役に対する事前説明を行いました。このほか、重要なテーマについて社外取締役
とのディスカッションを目的とする会議を取締役会以外の場で定期的に実施しております。
圃 当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況

　

グループ各社に当社の役職員を派遣し、当社グループ経営方針の徹底、重要な業務執行の決定並びに効率的な
経営を推進しております。また、グループ各社と当社担当部門との間で事前に協議すべき事項等を規定し運用し
ております。

園 監査等委員会の監査の実効性確保に関する取組みの状況

　

当事業年度、監査等委員会は１６回開催され、監査方針、 監査基準、 監査計画を定めるほか、 内部監査規程
の制改定及び内部監査部門の監査計画の事前承認を行うこととしており、内部監査部門と連携の上、当社各部門
及びグループ会社への往査、当社の業務や財産状況の調査及び内部統制システムの活用等により、取締役の職務
執行の適法性や妥当性に関する監査を行っております。また、監査等委員会には内部監査部門長が出席し、報告
及び情報提供を行っております。
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圏 会社の支配に関する基本方針

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　

上場会社である当社の株式については、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められているため、当社取締役
会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思により決定され
るべきであり、当社株式に対する大規模な買付行為に応じて当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当該株
式を保有する株主の皆様の意思によるべきものと考えます。

　

しかしながら、 当社及び当社グループの経営にあたっては、 独自のウエーハプロセスやパッケージングプ□セスなど

の半導体デバイスの製造技術、また、回路設計やモジュール化技術を駆使した製品開発など、幅広いノウハウと豊富な
経験が必要になります。更に、お客様・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理
解が不可欠であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者に、これらへの理解が無い場合、将来実現すること
のできる株主価値を適正に判断することはできず、当社の企業価値及び株主共同の利益が著し〈損なわれる可能性があ
ります。

　

また、大規模な買付行為の中には、高値で株式を会社関係者に引き取らせる行為など、株主共同の利益を著しく損な
うと判断される場合もあります。この様な場合、当社は当該大規模買付行為の是非に関し、株主の皆様に適切にご判断
頂くため、大規模買付行為を行おうとする者に対し、必要な情報の提供を求めるとともに、適切な情報開示や株主の皆
様が検討に必要とする時間確保にも努め、また、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、
適切な措置を講ずるべきと考えております（以下「基本方針」といいます。）。

２．基本方針実現のための企業価値向上に向けた取組み

　

当社では、経営理念に則り、半導体をコアビジネスに技術力と創造力の革新に努め、独自技術によるグ□－バルな事
業展開を進めるとともに、企業に対する社会的要請や環境調和への着実な対応を通じて、企業価値を最大限に高めるべ
く、確固たる経営基盤の確保に適進しております。更に、中長期的な会社の経営戦略として中期経営計画を策定してお
り、その実現に向け、グループを挙げて取組んでおります。

　

また、当社では、独立系パワー半導体メーカーというポジションと、それを最大限活用する経営方針・経営計画への
ご理解を深めて頂〈ため、各ステークホルダーとの対話を緊密化させ、企業価値への適正な評価が得られるように努め
ております。

　

コーポレートガバナンス体制の強化としては、監査等委員会設置会社への移行と独立社外取締役の過半数選任によ
り、モニタリングボードとしての取締役会の機能を強化するとともに、Ｃｘｏ体制の導入により業務執行における責任区
分と役割を明確化し、また、執行役員制度による機動的な業務執行の実現を通してマネジメント機能の強化を推進して
おります。
当社取締役会は、これら取組みが当社の中長期的な企業価値を向上させるとともに、当社株主共同の利益を著しく損
なう様な大規模買付行為の可能性を低減させるものと考えております。従いまして、これら取組みは基本方針に沿った
ものであり、当社株主共同の利益に資するものであると考えております。



計算書類

貸借対照表 （２０２５年３月３旧現在）

　

　

　

　

　　

　　　　

　

　　
（資産の部）
流動資産

　　　　　　　　　　　　　　　

１５８，１４１

　　　

８８，０９５

　　

現金及び預金

　　　　　　　　　　　

４６，１４０

　　　

１１，００７

　　

電子記録債権

　　　　　　　　　　　　

３，３２４

　　　　

１，８９５

　　

売掛金 １６，７７３

　　　

１３２７３

　　

金銭の信託

　　　　　　　　　　　　

１０，０００

　　　　　　

一

　　

商品及び製品

　　　　　　　　　　　

１０，７３２

　　　　

６，５４８

　　

仕掛品

　　　　　　　　　　　　　　　

４，２７８

　　　　　

３５４

　　

原材料及び貯蔵品

　　　　　　　　　

１，６８６

　　　　

１，７８２

　　

前払費用

　　　　　　　　　　　　　　　

５６４

　　　　　

５３７

　　

短期貸付金

　　　　　　　　　　　　

１５，１９５

　　　

１１，１８８

　　

未収入金

　　　　　　　　　　　　　　

５１，４４０

　　　

４２，３９１

　　

その他 ３４１

　　　　　

３８０

　　

賃倒引当金

　　　　　　　　　　　　

△２，３３５

　　　

△１，２６５

固定、 産 ３５，９９９

　　　

３８，９０７固定資産

　

有形固定資産

　　　　　　　　　　　　　

６，３８０

　　　　

６，９００

建物

　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，２７７

　　　　

５，４８

　　

構築物 １２１

　　　　　

１７４

　　

機械装置

　　　　　　　　　　　　　　　

５５１

　　　　　

５６２

　　

車車両運搬具

　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　

０

　　

工具器具備品

　　　　　　　　　　　　　

３６０

　　　　　

３８１

　　

土地 ４６

　　　　　

１３５

　　

リース資産

　　　　　　　　　　　　　　　

１４

　　　　　　

１０

　　

建設仮勘定

　　　　　　　　　　　　　　　

８

　　　　　

１５３

　

無形固定資産

　　　　　　　　　　　　　　

１７０

　　　　　

５９３

　　

ソフトウエア １７０

　　　　　

５９３

　

投資その他の資産

　　　　　　　　　　

２９，４４７

　　　

３１，４１３

　　

投資有価証券

　　　　　　　　　　　

１５，６３１

　　　　

３，０２８

　　

関係会社株式

　　　　　　　　　　　　

８，２２９

　　　

１Ｑ４７９

　　

その他の関係会社有価証券

　　　　　　　　　　　　　

４，６５６

　　

長期貸付金

　　　　　　　　　　　　　

６，９６４

　　　

１４２８６

　　

前払年金費用

　　　　　　　　　　　　

４，２７５

　　　　

３，６１５

　　

その他 ４２３

　　　　　

４２６

　　

貸倒引当金

　　　　　　　　　　　　

△６，０７６

　　　

△５，０７９

資産合計 １９４，１４０

　　

１２７，００２
負債漣襲崖合計

６，３８０

　　　　　

６，９００

５，２７７

　　　　　

５，４８１

　

１２１

　　　　　　

１７４

流動負債

　　　　　　　　　　　　　　　

４５，５７４

　　　

５５，３８４

　　

電子記録債務

　　　　　　　　　　　　

３，５４‐５

　　　　

３，０６０

買掛金 ４，６９４

　　　　　

６，０３５

　　

短期借入金

　　　　　　　　　　　　　

９，０００

　　　

２「，１６２

　　

１年内返済予定の長期借入金

　　　

ＩＱＯＯＯ

　　　

Ｉ０，０００

　　

１年内償還予定の社債

　　　　　　　　

５０００

　　　　　　

一

　　

コマーシャル．ペーパー

　　　　　　　

１，０００

　　　　

９，０００

　　

未払金

　　　　　　　　　　　　　　　

７，９１３

　　　　

２，０９８

未払費用 ２，６２５

　　　　　

２，３８１

８２８

　　　　　　　

６９

　

２５

　　　　　　　

３１

　　　　　　　　　　　　　　　

ー－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

ｒ

　　　　　　

▼▼▼

　　　　　　　　　　

－

　　

▼

　　

－－

　　　　　　　　　　　　　　　　

－－

　　

▼▼‐

　　　　　　　　　　

▼

　

ｒ

　　

－－

　　　　　　

ー

　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　

▼

　　

▼

　　

－

　　

ー

　　　　　　

－

　　　　

－▼

　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　

‐

　

ー

　　　

‐ー

　　

－－

　

▼

　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｛

　　　

－

　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｛、

　　

”

　　　　　

「

　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　

▲

　　　　

′

　　　　　　　　　　

～

　　

未払法人税等

　　　　　　　　　　　　　

８２８

　　　　　　

６９

　

Ｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｖ

　　　　　

・‐

　　　　

．

　

・

　

“

　

ｈ

　

▼

　　

‐

　

‐．

　

・

　　

喉‐ｈ

　

ｒ

　　

‐

　

‐

　　

．・

　

”“’

　

“・

　

“‐Ｙ“

　

▼

　　

ｒ‐‐

　　　　

”‐‐・

　

【・“

　　

‐

　

‐

　

ｒ

　

▼

　　　　　

”【

　

ｒ

　　

▼

　　

‐

　

‐

　　　　

ｒ

　

‐

　

‐

　　　　

‐ｒ

　　

－

　

－

　　

‐【

　　　　　

ｒ

　

‐

　

‐‐ｒ

　

‐

　

‐

　　　　　　　　

－

　　　　　　

－

　

▼

　　

－－

　

◆

　　

－

　　

「‐

　　

Ｊ

　　

‐

　　　　　　　　　　　　

－

　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　

－

　　

－

　

－

　

－

　　　　　

‐

　　　　　　　　　

Ｌ

　

‐

　　　　　　　　　　

｛

　　　

｛

　　

一冊”“

　　　　　　

テ

　

ー

　　

▼

　　

－

　

－－

　　　　

－－－▼

　

－－‐Ｊ‐▲

　

・

　

＋

　　

▲

　　

▲

　　

Ｊ

　

‐－

　　

－

　　　　　　

・

　

▲

　　

▲

　　

－▲

　

▲

　　　

」

　　　　

ｙ

　　

、

　　

門

　　　　　

ｒ

　

】

　　

′？

　　

“

　　

契約負債

　　　　　　　　　　　　　　　

２５

　　　　　　

３１

預砂金 ４９

　　　　　　

８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単位：百万円

　

科

　

目

　　

当 期 １ ＆獣
（負債の部）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　

業績連動報酬引当金

　　　　　　　　　

１７４

　　　　　　

５８

その他 ７１８

　　　　

１，３９９

固定負債
社債
長期借入金
繰延税金負債

５２，４８２

　　　　

４８，５６６

１０，０００

　　　　

１５，０００

２２，０００

　　　　

３２，０００

繰延税金負債

　　　　　　　　　　　　　

８３６

　　　　

１，０４６

株式報酬引当金

　　　　　　　　　　　　

２４８

　　　　　

１２１

関係会社事業損失引当金

　　　　　　　　　

一

　　　　　　

４３
長期未払金

　　　　　　　　　　　　

１８，９００

その他 ４９６

　　　　　

３５４

負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　

９８，０５７

　　

１０３，９５０

（純資産の部）
株主資本

　　　　　　　　　　　　　　　　

９５，３９６

　　　

２２，５５１

　

資本金

　　　　　　　　　　　　　　　

２０，８９６

　　　

２０，８９６

　

資本剰余金

　　　　　　　　　　　　　

１０，２０５

　　　

１０，２０７

　　

資本準備金

　　　　　　　　　　　　　

５，２２５

　　　　

５，２２５

　　

その他資本剰余金

　　　　　　　　　　

４，９８０

　　　　

４，９８２

　

利益剰余金

　　　　　　　　　　　　　

７５，０７４

　　　

△４，２７０

　　

その他利益乗り余金 ７５，０７４

　　　

△４，２７０

固定資産圧縮積立金

　　　　　　　　　

２２

　　　　　　

２５

　　　

繰越利益剰余金

　　　　　　　　　

７５，０５２

　　　

△４，２９５

　

自己株式
評価・換算差額等

△１０，７８１

　　　

△４，２８２

　　

６８６

　　　　　

４９９

　

▲▲▲Ｊ

　

▲・▲Ｊ

　

▲・●

　

Ｊ

　

′

　

Ｊ

　

▲・

　　

▲▲．‐Ｊ

　

●

　

Ｊ

　

．－－・

　

Ｊ

　

●

　

Ｊ

　

ｙ●

　

●”Ｖ

　

ｒ′

　

●
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．－－．・・
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その他有価証券評価差額金

　　　　　　　

６８６

　　　　　

４９９

純資産合計 ９６，０８３

　　　　

２３，０５１

１９４，１４０

　　　

１２７，００２



計算書類

損 益 計 算 書 （２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで）
単位：百万円

註

　　

科

　

目

　　　

…

　

当 期

　

ー 前期（ご
『
眺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８３，０２４売上高
売上原価 ７６，６４９

　　　　　　　　　

７６，３１０

売上総利益又は売上総損失 （△）

　　　　　　　　　　　　　　　　

６，３７４

　　　　　　　　

△３，３６４

販売費及び一般管理費 １０，３８７

　　　　　　　　　　　

９，２９８

営業損失（△） △４，０１３

　　　　　　　　　

△１２，６６３

営業外収益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３，７７７

　　　　　　　　　

２，５８９

　

受取利息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１，５０１

　　　　　　　　　　

８４９

　

受取配当金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２，１３５

　　　　　　　　　

１，４８４

　

雑収入 １３９

　　　　　　　　　　

２５５

営業外費用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９，７９８

　　　　　　　　　

６，２１７

　

支払利息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７２０

　　　　　　　　　　

７６６

　

為替差損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，５１８

　　　　　　　　　　

９８８

　

関係会社賃倒引当金繰入額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２，０７５

　　　　　　　　　

４，０４０

　

投資事業組合運用損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１，３０５

　　　　　　　　　　　

↑８

　

雑損失

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７８

　　　　　　　　　　

４０４

△１０，０３４

　　　　　　　　

△１６，２９１経常損失（△）

特別利益

　　　　　

１３１，４７０

　

固定資産売却益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１，６０４

　

関係会社株式売却益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２９，１０２

　

事業分離における移転利益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７６３

特別損失 ４０，６５２

　　　　　　　　　

２，５２２

　

固定資産処分損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　

１

　

事業整理損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８２

　

減損損失

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５４６

　　　　　　　　　　

４３６

　

関係会社株式評価損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

６４８

　

関係会社事業損失引当金繰入額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４３

　

災害による損失

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４

　　　　　　　　　

１，３９２

　

事業再編損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４０，００８

　　

税引前当期純利益又は税引前当期純損失 （△）

　　　　　　　　　　

８０，７８３

　　　　　　　

△１８，８１４

１，７４３ 「４１

△３０４

　　　　　　　　　　　　　

７９

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額
当期純利益又は当期純損失 （△）

　　　　　　　　　　　　　　　　

７９，３４５

　　　　　　　

△１９，０３４

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



株 主 資 本 等 変 動 計 算書 （２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで）

（単位 ： 百万円）

株

　

主

　

資

　

本
評価・換算
差

　

額

　

等

純資産合計
資

　

本

　

金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
□

　　　

計
そ

　

の

　

他
有価証券
評価差額金資本準備金そ

　

の

　

他
資本剰余金

その他利益剰余金

固 定資産
圧縮積立金

繰越利益
剰

　

余

　

金

当

　

期

　

首

　

残

　

高 ２０，８９６ ５，２２５ ４，９８２ ２５ △４，２９５ △４，２８２ ２２，５５１ ４９９ ２３，０５１

当

　

期

　

変

　

動

　

額

剰

　

余

　

金

　

の

　

配

　

当

当

　

期

　

純

　

利

　

益 ７９，３４５ フ９，３４５ ７９，３４５

自 己株 式 の 取得 △６，５０６ △６，５０６ △６，５０６

自 己株 式 の 処 分 △Ｉ ８ ６ ６

固

　

定

　

資

　

産

　

圧

　

縮
積

　

立

　

金

　

の

　

取

　

崩
△２ ２

株主資本以外の項目の
当期変動額 （純額）

１８７ １８７

当 期 変 動 額 合 計 △Ｉ △２ ７９，３４７ △６，４９８ ７２，８４４ １８７ ７３，０３１

当

　

期

　

末

　

残

　

高 ２０，８９６ ５，２２５ ４，９８０ ２２ ７５，０５２ △１０，７８１ ９５，３９６ ６８６ ９６，０８３

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１， 資産の評価基準及び評価方法

　

（１） 有価証券

　　　　　　　　

子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　

移動平均法による原価法

　　　　　　　　　　　　　　

その他有価証券

　　　　　　　　　　　　　　　

市場価格のない株式等以外のもの

　　　　　　　　　　　　　　　

時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却

　　　　　　　　　　　　　　　

原価は移動平均法により算定）

　　　　　　　　　　　　　　　

市場価格のない株式等

　　　　　　　　　　　　　　　

移動平均法による原価法

　　　　　　　　　　　　　　　

なお、 投資事業組合への出資 （金融商品取引法第２条第２

　　　　　　　　　　　　　　　

項により有価証券とみなされるもの） については、 組合契

　　　　　　　　　　　　　　　

約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

　　　　　　　　　　　　　　　

書を基礎とし、 持分相当額を純額で取り組む方法によって

　　　　　　　　　　　　　　

おり ます。

　

（２） デリバティブ取引

　　　　

時価法

　

（３） 棚卸資産

　　　　　　　　

通常の販売目的で保有する棚卸資産

　　　　　　　　　　　　　　

主として移動平均法による原価法 （貸借対照表価額は収益性

　　　　　　　　　　　　　　　

の低下による簿価切下げの方法により算定）

２． 固定資産の減価償却方法
（１） 有形固定資産

　　　　　　

定額法

　　　

（リース資産を除く）

　

（２） 無形固定資産

　　　　　　

定額法

　　　

（リース資産を除く）

　　

なお、 自社利用のソフトウエアについては、 社内における利用

　　　　　　　　　　　　　　

可能期間 （５年又は１０年） に基づく定額法によっております。

（３） リース資産

　　　　　　　

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　　　　　　　

リース期間を耐用年数とし、 残存価額を零とする定額法を採用

　　　　　　　　　　　　

して お りま す。



３．引当金の計上基準
（１）賃倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率法により、貨倒懸念債権等については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法

　

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。 なお、 当事業年度末において認識すべき年金
資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を
超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計
上しております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 （１２年） による
定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌期より費用処理し
ております。

　

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数 （１４年） による定率法により
費用処理しております。

（３）業績連動報酬引当金 取締役及び執行役員等への業績連動報酬の支給に備えるため、
当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。

（４）株式報酬引当金 株式交付規程に基づく取締役及び執行役員等への当社株式の交
付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額
に基づき計上しております。



４．収益及び費用の計上基準

　　

当社は、 主に半導体製品の製造販売を行っており、 製品を顧客へ引き渡す義務を負ってお

　

ります。

　　

当社は、以下の時点で、製品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、履行義

　

務が充足されると判断し、 収益を認識しております。

　　

・国内販売においては、 顧客に製品が到着した時点

　　

・輸出販売においては、 インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客

　　

に移転した時点

　

・預託販売においては、当社が預託倉庫に納入した製品を、顧客が引き出して検収した時点

　　

なお、取引価格は顧客との契約において約束された対価から、値引き、割引き及び返品等

　

を加味した価格を控除した金額で測定しております。これらの変動対価については、過去実

　

績及び見通しを含む合理的に利用可能な情報から見積もっております。

　　

約束された対価は履行義務の充足時点から概ね４ヶ月以内で回収しており、対価の金額に

　

重要な金融要素は含まれておりません。

５． 繰延資産の処理方法

　　

社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。



会計方針の変更に関する注記

　

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

　　　

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第２７号

　

２０２２年１０月

　　

２８日。以下「２０２２年改正会計基準」 という。）等を当事業年度の期首から適用しておりま

　

す。

　　

従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等 （以下、ｒ法人税等」という。） につい

　

て、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税

　

等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に

　　

区分して計上することとし、 評価・換算差額等に計上された法人税等については、 当該法人

　　

税等が課せられる原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益

　　

に計上することといたしました。

　　

なお、 課税の対象となった取引等が、 損益に加えて、 株主資本又は評価・換算差額等に関

　

連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定

　　

することが困難である場合には、 当該税額を損益に計上することとしております。

　　

法人税等の計上区分に関する改正については、２０２２年改正会計基準第２０－３項但し書き

　　

に定める経過的な取扱いに従っております。

　　

当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

表示方法の変更に関する注記

　

（損益計算書）

　　

前事業年度において、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりました「投資事業組

　

合運用損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

　　

なお、前事業年度の

　

ｒ投資事業組合運用損」は１８百万円であります。



会計上の見積りに関する注記

棚卸資産の評価

　

（１）当事業年度末の計算書類に計上した金額 １６，６９７百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　

棚卸資産は、原則として、取得原価をもって貸借対照表価額とし、当事業年度末における
正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照
表価額としております。

　

また、一定の保有期間を超える棚卸資産については、用途及び販売可能性による分類を行
った上で、当該分類ごとに保有期間に応じて規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用して
おります。

　

当社では、現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断
を行っていますが、これらの見積りの前提となる経済情勢の変化や販売計画の見直し、販売
価格の急激な変化があった場合には、翌事業年度において追加で損失が発生する可能性があ
ります。

貸借対照表に関する注記

１． 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２，３９０百万円

２．保証債務残高

　　

他の会社の金融機関からの借入債務等に対し、 保証を行っております。

　　　

サンケン エレクトリック コリア株式会社

　　　　　　　　　　　　　

１５２百万円

　　　

サンケン

　

エレクトリック ヨー□ツパ ジーエムビーエイチ

　　　　　　　

４百万円

　　　

石川サンケン株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１，４００百万円

　　　

山形サンケン株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７００百万円

計 ２，２５７百万円

３． 為替予約の債務保証

　　

他の会社の金融機関との為替予約取引に対し、債務保証を行っております。

　　　

サンケン エレクトリック （タイランド） カンパニーリミテツド

　　　

１４９百万円



４． 関係会社に対する金銭債権・債務

　

（１）短期金銭債権

　

（２）短期金銭債務

　

（３）長期金銭債権

４９，４０７百万円
２，５１７百万円
６，９６４百万円

５． 財務制限条項

　　

当社の長期借入金１０，０００百万円について財務制限条項が付されており、 当該条項の内容は
次のとおりです。

（１）各年度の決算期末日時点における連結の貸借対照表上の純資産の部 （資本の部）の金額

　　

を直近の期末決算数値比７５％以上に維持すること。
（２）初回決算以降各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常利益が２期連続して損

　　

失とならないようにすること。

　　

当事業年度にて、 主に連結子会社であったＡＬＬｅ宵ｏ ＭｉｃｒｏＳｙｓｔｅｍｓ，ｌｎｃ．が持分法適用関連
会社となったことに伴い、 当事業年度末において土記（１）に抵触することとなりましたが、 当
該抵触を理由とする期限の利益喪失請求を行わないことについて金融機関より承諾を得ており
ます。

損益計算書に関する注記

１． 関係会社との営業取引による取引高

　

（１） 売上 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２，６５４ 百万円

　

（２） 仕入 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８「，７７２ 百万 円

　

（３）原材料等支給高 ４９，２８８百万円

　

（４） その他営業取引の取引高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１，０５２百万円

２． 関係会社との営業取引以外の取引による取引高

　　　　　　　　　　　　

２，５２３百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

　

当事業年度末における自己株式の種類及び株数 普通株式

　　　

１，９５９，３９６株



税効果会計に関する注記

１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

（繰延税金資産）

　　　　

繰越欠損金

　　　　　　　　　　　　　　　　

１３，４２２百万円
未払 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７，９２６ 百万 円

関係会社株式評価損

　　　　　　　　　　　　　　

５，７４７百万円
貨倒引当金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２，６３８百万円
棚卸資産評価損

　　　　　　　　　　　　　　　　

９２９百万円
子会社株式売却

　　　　　　　　　　　　　　　　　

６４５百万円
有価証券評価損

　　　　　　　　　　　　　　　　　

５８１ 百万円
固定資産減損

　　　　　　　　　　　　　　　　　

３６０百万円
末 払賞与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１４ 百万 円

そ の他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４０２ 百万 円

繰延税金資産小計

　　　　　　　　　　　　　　

３２，８７０百万円

評価性引当額

　　　　　　　　　　　　　　　

△３２，０４８百万円
繰延税金資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　

８２１ 百万円

（繰延税金負債）

　　　　

前払年金費用

　　　　　　　　　　　　　　　

△１，３３３百万円
その他有価証券評価差額金

　　　　　　　　　　

△３「３百万円
その 他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

△１０ 百万円

繰延税金負債合計

　　　　　　　　　　　　　

△１，６５８百万円

繰延税金資産 （負債） の純額

　　　　　　　　　

△８３６百万円

２． 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　　

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処

　

理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第４２号

　

２０２１年８月１２日） に従って、法人税

　

及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行ってお

　

ります。



関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属性 会社等
の名称 住所

資本金
又は出
資金

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目

期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

石川サンケン
株式会社

石川県羽咋
郡志賀町

　

９５
百万円
半導体デ
ノでイス
磨
「００％

役員
兼任
３名

当 社 製
品 の 製
造、

　

資
金 の 貨
付、

　

債
務保証

半導体製品
の購入
原材料の有
償支給

資金の貸付

債務保証

３８，０１０

９，１８０

４０，７６７

１，４００

買掛金

未収入金

貸付金

３，６３６

１０，６８９

山形サンケン
株式会社

山形県東
根市

　

１００
百万円
半導体デ
バイス 藷「００％

役員
兼任
３名

当社製
品の製
造、 資
金の貸
付、 債
務保証

原材料の有
償支給

資金の貸付

債務保証

８，１７３

３８，７２３

　

７００

未収入金

貸付金

３，２７４

６，１３９

福島サンケン
株式会社

福島県二本
松市

　

５０
百万円
半導体デ
バイス 露１００％

役員
兼任
３名

当社製
品の製
造

半導体素子
及び製品の
購入
原材料の有
償支給

１９，０８７

１８，０６８

買掛金

未収入金 １６，３５３

大連三墾電気有
限公司

中国遼寧省
大連市

１３６，１９７

　

干元
半導体デ
ノでイス
躍
１００％

役員
兼任
１名

当社製
品の製
造

半導体製品
の購入

原材料の有
償支給

１３，３８３

６，０２０

買掛金

未収入金

１，１４「

２，６２７

ピーティーサ
ンケンインド
ネシア

インドネ
シア西ジ
ヤワナト１ブ
カシ

９６，０００
千米ドル

ノぐワ ー
シ ス テ
ム

直接
所有
１００％

役員－
兼任
２名

資金の
貸付 資金の貸付 １，３８５ 貸付金 ２，１５３

サンケン エレク
トリック ホンコ
ン

　

カ ンノぐ二一
リミテッド

中国香港

　　

１，０００
千香港ドル

半導体デ
バイス

直接
所有
「００％

役員
兼任
当社製
品の販 製品の販売 ９，５５１ 売掛金 ２，３９８

サンケン エレク
トリック コリア
株式会社

韓国ソウル
特別市

　　

１，２００
百万ウオン

半導体デ
バイス

直接
所有
１００％

役員
兼任
「名

当社製
品の販
売、

　

債
務保証

原材料の有
償支給

債務保証

７，６８２

１５２

未収入金 ２，３５３

の

　　　

、につに

　　　

ては、２０２５

　

３

　

３１

　　　

土で言 て

　

、し



取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社製品の販売及び購入につきましては、市場価格を参考に決定しております。

　　

２． 原材料の有償支給につきましては、 当社の予定原価に基づいて決定しております。

　　

３． 資金の貸付及び借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定してお

　　　

ります。

　　

４． 子会社への賃倒懸念債権等について、 賃倒引当金繰入額 （営業外費用）２，０７５百万円

　　　

を計上しております。

　　

５． 金融機関からの借入金に対する債務保証を行っております。債務保証に係る保証料等

　　　

は受領しておりません。

収益認識に関する注記

　　

連結注記表をご参照下さい。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額
２．１株当たり当期純利益

重要な後発事象に関する注記

　

連結注記表をご参照下さい。

連結配当規制適用会社に関する注記

　

当社は連結配当規制の適用会社であります。

４，１５２円５１銭
３，３０「円７６銭



監査報告書

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
２０２５年５月２７日

サンケン電気株式会社
取締役会御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東

　　

京 事

　　

務

　　

所

指定有限責任社員 公認会計± 森

　

田

　

祥

　

且業務執行社員
指定有限責任社員

　

公認会計士 狭

　

間

　

智

　

博業務執行社員

監査意見

　

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、サンケン電気株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年
３月３１日までの第「０８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書 （以下 「計算書類等」 という。） について監査を行った。

　

当監査法人は、上記の計算書類等が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、 我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　

その他の記載内容は、 事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、 監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ□セスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

　

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、 その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

　

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。



監査報告書

　

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、 継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、 監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、 計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の墓準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・

　

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、 重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

　

を立案し、 実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

　

な監査証拠を入手する。
・

　

計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、 リスク評

　

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・

　

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

　

び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・

　

経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

　

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

　

論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項

　

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し

　

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

　

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・

　

計算書類等の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

　

どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引

　

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　

監査人は、 監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　

監査人は、 監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、 並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　

上



監査報告書

監査等委員会の監査報告書

監

　

査 報

　

告

　

書

　

当監査等委員会は、２０２４年４月「日から２０２５年３月３１日までの第１０８期事業年度における取締役の職
務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１． 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、 会社法第３９９条の「３第１項第１号□及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制 （内部統制システム） について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、 職務の分担等に従い、 会社の内部統制部門と連携の上、重要な

　

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて

　

説明を求め、 重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

　

査いたしました。また、 子会社については、 子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

　

必要に応じて子会社から事業の報告を受け、実地調査を行いました。
② 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

　

針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、 その内容について検討を加えまし

　

た。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、 かつ、 適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

　

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

　

た、 会計監査人から 「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

　

１３１条各号に掲げる事項） を 「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会） 等に従って整備して

　

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 （貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、 連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表） について検討いたしました。



監査報告書

２． 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

　　

① 事業報告及びその附属明細書は、 法令及び定款に従い、 会社の状況を正しく示しているものと

　　　

認めます。

　　

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

　　　

れません。

　　

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

　　　

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、 指摘すべき事項

　　　

は認められません。

　　

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

　　　

本方針については、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　

会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

　　

会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

サンケン電気株式会社

　

監査等委員会

常勤監査等委員

　　　

加

　

藤

　

康

　

久

　

⑩

監査等委員

　　　　

南

　　　　　

敦

　

◎

監査等委員

　　　　

森

　

谷

　

由 美 子

　

◎

（注）監査等委員南敦及び森谷由美子は、会社法第２条第１５号及び第３３「条第６項に規定する社外取締役で

　　

あります。

以

　

上


